
内
閣
衆
質
一
五
九
第
九
七
号

平
成
十
六
年
五
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
川
内
博
史
君
外
一
名
提
出
今
国
会
提
出
の
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
於
け
る
暫
定
措
置
廃
止
に

係
る
検
討
経
緯
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
五
日
受
領

答

弁

第

九

七

号



衆
議
院
議
員
川
内
博
史
君
外
一
名
提
出
今
国
会
提
出
の
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
於
け
る
暫
定
措
置
廃

止
に
係
る
検
討
経
緯
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

今
国
会
に
提
出
し
て
い
る
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
文
化
審
議
会
著
作
権
分
科
会
報
告
書
（
以
下
「
報

告
書
」
と
い
う
。
）
を
踏
ま
え
て
、
文
部
科
学
省
内
の
各
部
局
の
了
承
を
得
た
上
で
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
報
告

書
に
は
、
従
前
よ
り
、
文
部
科
学
省
内
の
協
議
の
内
容
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

著
作
権
に
関
す
る
世
界
知
的
所
有
権
機
関
条
約
（
平
成
十
四
年
条
約
第
一
号
。
以
下
「
条
約
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、

書
籍
又
は
雑
誌
の
貸
与
権
に
つ
い
て
の
規
定
は
存
在
し
な
い
が
、
条
約
は
、
加
盟
国
が
国
内
法
に
お
い
て
、
書
籍
又
は
雑
誌

の
貸
与
権
を
著
作
者
に
与
え
る
こ
と
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
条
約
の
他
の
加
盟
国
の
国
内
法
制
に
つ
い
て
網
羅
的
に

は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
例
え
ば
、
欧
州
連
合
加
盟
国
に
つ
い
て
は
、
「
貸
与
権
及
び
公
共
貸
与
権
並
び
に
知
的
財
産
分
野

に
お
け
る
著
作
権
に
関
連
す
る
特
定
の
権
利
に
関
す
る
一
九
九
二
年
十
一
月
十
九
日
の
理
事
会
指
令
」
に
よ
り
、
建
築
物
及

び
応
用
美
術
の
著
作
物
を
除
き
、
書
籍
及
び
雑
誌
を
含
む
全
て
の
著
作
物
に
関
し
貸
与
権
又
は
公
共
図
書
館
等
の
貸
与
に
対

一



し
て
報
酬
の
支
払
い
を
義
務
付
け
る
公
共
貸
与
権
を
定
め
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
の
二
は
、
昭
和
五
十
九
年
に
、

映
画
の
著
作
物
を
除
い
た
著
作
物
の
著
作
者
に
対
し
て
、
法
第
二
十
六
条
の
三
に
規
定
す
る
貸
与
権
が
創
設
さ
れ
た
際
に
、

我
が
国
に
お
け
る
貸
本
業
の
実
態
や
権
利
者
の
許
諾
を
容
易
に
得
る
こ
と
が
で
き
る
集
中
管
理
体
制
が
未
整
備
で
あ
っ
た
こ

と
な
ど
を
踏
ま
え
、
書
籍
又
は
雑
誌
の
貸
与
に
よ
る
場
合
に
は
、
貸
与
権
の
規
定
は
適
用
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
近
年
、
事
業
を
大
規
模
に
展
開
す
る
貸
本
業
者
の
出
現
に
よ
り
、
著
作
者
の
経
済
的
利
益
に
大
き
な
影
響
を

与
え
る
事
態
が
生
じ
て
い
た
た
め
、
文
化
審
議
会
著
作
権
分
科
会
に
お
い
て
、
法
附
則
第
四
条
の
二
の
削
除
の
適
否
に
つ
い

て
、
御
審
議
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
法
附
則
第
四
条
の
二
が
削
除
さ
れ
た
後
の
書
籍
又
は
雑
誌
の
貸
与
に
つ
い
て
は
、
他
の
著
作
物
と
同
様
に
、
法
第

二
十
六
条
の
三
及
び
第
三
十
八
条
第
四
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
制
度
の
原
則
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
個

別
具
体
的
な
事
例
に
関
す
る
適
用
関
係
に
つ
い
て
、
逐
一
御
審
議
い
た
だ
か
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

二



報
告
書
の
八
頁
及
び
九
頁
に
お
い
て
、
作
家
等
の
著
作
権
者
と
協
議
を
行
っ
た
旧
来
の
貸
本
業
者
の
団
体
と
し
て
、
全
国

貸
本
組
合
連
合
会
（
以
下
「
連
合
会
」
と
い
う
。
）
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
報
告
書
案
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
意
見
募
集
に
対
し
て
、
連
合
会
が
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
付
け
で
提
出
し

た
意
見
書
に
つ
い
て
は
、
作
家
等
で
構
成
さ
れ
る
貸
与
権
連
絡
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
と
連
合
会
が
法
附

則
第
四
条
の
二
の
削
除
に
つ
い
て
合
意
し
た
内
容
と
矛
盾
す
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
た
め
、
協
議
会
を
通
じ
て
、
連

合
会
に
当
該
意
見
書
の
趣
旨
を
照
会
し
た
と
こ
ろ
、
協
議
会
と
の
合
意
を
撤
回
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。

三


